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子ども若者はぐくみ局

京都市鏡山保育所の民間移管に係る検討内容について 

令和２年１０月２０日に，社会福祉法人京都社会福祉協会（以下「事業者」という。）

から本市に対して民間移管に係る提案書の提出があり，提案内容（別紙１参照）等を

総合的に検討した結果，下記のとおり，京都市鏡山保育所（以下「鏡山保育所」とい

う。）の民間移管に取り組むこととした。 

鏡山保育所を民間移管の対象とした理由 

 待機児童対策に資すること 

別紙２のとおり，鏡山保育所を設置している山科２提供区域は，令和６年度末ま

でに，乳児２０名，幼児６名の定員枠を確保する必要があるところ，この提案に基

づけば，一定の定員枠の確保を期待することができる。 

 鏡山保育所の老朽化対策に資すること 

鏡山保育所は昭和５０年に建築している古い施設であり，かつ，これまで大規模

改修を行っていないことから，今後，大規模な改修又は建替えが必要となる可能性

が高い施設である。この提案を受けることにより，移管先法人等の負担により園舎

の整備が行われることから，近い将来必要となる可能性のある園舎の整備費用の本

市負担を軽減することができる。 

 民間移管に伴う財政効果が見込まれること 

鏡山保育所を民間移管することにより，年間約１２４百万円の人件費及び運営費

を削減することができる。 
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